
   

介護老人保健施設 ケアセンターかずさ 

居住費及び食費の軽減制度について（介護保険負担限度額認定） 

施設サービス（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）、ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）を

利用したとき、一定の所得要件を満たした方を対象に居住費（滞在費）と食費を軽減する制度です。 

※軽減を受けるには申請が必要です。詳しくはお住まいの市町村介護保険窓口へご相談ください。 

※申請日の属する月の初日から有効になります。 

※介護保険法の改正により、平成２８年８月から認定を受ける場合は以下の要件をすべて満たす方が対象となります。 

・負担限度額認定の要件 

配偶者がいない場合 
（１）住民税非課税世帯（世帯全員が住民税非課税）であること。 

（２）利用者本人の預貯金・有価証券等の金額の合計が１０００万円以下であること。 

配偶者がいる場合 

（１）住民税非課税世帯（世帯全員が住民税非課税）であること。 

配偶者が別世帯の場合は、その配偶者も住民税非課税であること。 

（２）利用者本人と配偶者の預貯金・有価証券等の金額の合計が２０００万円以下であること。 

・負担限度額（１日あたり） 

負担段階 対象者 食 費 

居住費（滞在費） 

※ケアセンターかずさの場合 

個 室 ２人・４人部屋 

第１段階 
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護

の受給者等 
３００円 ４９０円 ０円 

第２段階 
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋

非課税年金収入額が８０万円以下の人等 
３９０円 ４９０円 ３７０円 

第３段階 
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋

非課税年金収入額が８０万円を超える人等 
６５０円 １，３１０円 ３７０円 

 


